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議
案
穀
十
号

撃
負
の
数
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
締
す
る
条
例
の
動
産
に
つ
い
て
･

次
の
と
か
ゎ
撃
只
の
藤
死
の
l
手
続
及
ひ
効
果
に
翫
す
る
粂
例
を
勧
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地

方
自
治
･
.
H
j
(
臨
空
寺
二
年
草
得
望
八
十
七
号
)
窮
九
十
六
集
結
l
租
の
軌
定
に
よ
れ
､
本
革
会

､
ヽ

の
,
熟
決
を
求
め
る
O

時
節
担
十
五
年
二
月
十
二
日

三
朝
町
長

雫
還
三
芸
月
給
弐
日
琴
寮
可
決
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職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果

に
関
す
る
条
例

(
鯛
和
例
群
　
月
　
別
)

甘
ヽ
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〔島中Ⅹ〕

2
　
停
職
著
は
､
そ
の
職
を
保
有
す
る
が
､
職
務
に
従
事
し
な
い
｡

3
　
停
職
者
は
'
停
職
の
期
間
中
'
い
か
な
る
給
与
も
支
給
さ
れ
な
い
｡

(
こ
の
条
例
の
実
施
に
閲
し
必
要
な
事
項
)

第
五
集
　
こ
の
条
例
の
実
施
に
閑
し
必
要
な
事
項
は
､
規
則
で
定
め
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
)

l
　
こ
の
条
例
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
こ
の
条
例
の
目
的
)

第
l
条
　
こ
の
条
例
は
､
地
方
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一
阜
7
葦
J
第
二
十
九
条
筆
頭
の
親
定
に
基
づ
き
'
職

員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
閑
し
規
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

(
懲
戒
の
手
続
)

第
二
条
　
戒
告
､
減
給
､
停
職
又
は
懲
戒
処
分
と
し
て
の
免
職
の
処
分
は
､
そ

の
旨
を
記
載
し
た
酉
面
を
当
該
職
員
に
交
付
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヽ

　

O

I

>(
減
給
の
効
果
)

琴
二
条
　
減
給
は
'
1
日
以
上
一
年
以
下
の
期
間
'
給
料
の
月
額
の
五
分
の
一

以
下
に
相
当
す
る
額
を
給
皐
か
ら
減
ず
る
も
の
と
す
る
｡

(
停
職
の
効
果
)

第
四
条
　
停
職
の
期
間
は
'
1
日
以
上
1
年
以
下
と
す
る
｡

第
五
編
　
公
務
員
　
(
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
)

(
　
　
職
員
の
懲
減
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
)

職
員
の
愁
雲
手
続
及
び
効
果
に
撃
る
条
例
(
昭
空
八
年

三
新
町
条
例
誓
言
o
以
下
｢
旧
条
例
｣
と
い
う
0
)
は
､
廃
止
す
る
｡

(
経
過
措
置
)

こ
の
条
例
施
行
の
際
'
旧
条
例
の
親
定
に
よ
り
現
に
懲
戒
処
分
に
付
せ
ら

れ
た
職
員
は
､
こ
の
条
例
に
よ
り
懲
戒
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
職
員
と
み
な

し
､
そ
の
処
分
の
効
果
は
､
従
前
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
日
か
ら
こ
れ
を
鞄

算
す
る
｡

二
四
二
五


